
  

財団法人 日本美術刀剣保存協会役員の退職手当支給要項 

 

                              平成 2 年 4 月 1 日制定    

 

（目  的） 

第１条 財団法人日本美術刀剣保存協会の常勤の役員（以下「役員」という）が退職または死亡した

場合には、この要項の定めるところにより退職手当を支給する。 

 

（退職手当の額） 

第２条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者勤続期間を、次の各号に区

分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) １年以上 10 年以下の期間については、１年につき 100 分の 150。 

  (2) 11 年以上 20 年以下の期間については、１年につき 100 分の 165。 

  (3) 21 年以上の期間については、１年につき 100 分の 180。 

 

（退職手当の加給金） 

第３条 功労顕著な役員については、前項より算出した額に理事会の承認を得て、退職手当の加給金

を加算して支給することができる。 

 

（在職期間） 

第４条 在職期間の年月数の計算は、役員の就任した日の属する月から退職（死亡）した日の属する

月までの年月数とする。 

  在職期間に６月未満の端数が生じたときは切捨て、７月以上については１年とする。 

 

（再任等の取扱） 

第５条 役員が任期満了の日、またはその翌日において再び同一の役職を役員に任命された時は、そ

の者の退職手当の支給については引き続き在職したものとみなす。 

 

（退職手当の控除） 

第６条 退職手当は関係法令により、その退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人

に、本人が死亡したときはその遺族に支給する。 

  遺族の範囲及び順位については、別に定める。 

 

（端数処理） 

第７条 この要項の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた１００円の未満の端数は、これ

を１００円に切り上げる。 

 

   付 則   

１ この要項は、平成２年４月１日から適用する。 

 

 



  

役員の退職手当支給率表 

                       

平成２年４月１日適用 

   Ａ 

 

勤続年数 

 

Ｂ 

常勤の役員が 

退職または死亡 

（Ａ×Ｃ） 

Ｃ            

 

支 給 割 合 

 

   １  年 １．５０  

 

１年につき 

 

 

 

 

１００分の１５０        

   ２  〃 ３．００ 

   ３  〃 ４．５０ 

   ４  〃 ６．００ 

   ５  〃 ７．５０ 

   ６  〃 ９．００ 

   ７  〃 １０．５０ 

   ８  〃 １２．００ 

 ９  〃 １３．５０   

１０  〃 １５．００ 

  １１  〃 １８．１５  

 

１年につき 

 

 

 

 

１００分の１６５  

 

 

  １２  〃 １９．８０ 

  １３  〃 ２１．４５ 

  １４  〃 ２３．１０ 

  １５  〃 ２４．７５ 

  １６  〃 ２６．４０ 

  １７  〃 ２８．０５ 

  １８  〃 ２９．７０ 

 １９  〃 ３１．３５ 

  ２０  〃 ３３．００ 

  ２１  〃 ３７．８０  

 

１年につき 

 

 

 

 

１００分の１８０   

  ２２  〃 ３９．６０ 

  ２３  〃 ４１．４０ 

  ２４  〃 ４３．２０ 

  ２５  〃 ４５．００ 

  ２６  〃 ４６．８０ 

  ２７  〃 ４８．６０ 

 ２８  〃 ５０．４０ 

  ２９  〃 ５２．２０ 

  ３０  〃 ５４．００ 

            

       備考 要項の第２項中報酬月額とは基本給及び調整手当等の月額の合計額をいう。 


